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１－１ （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
770台

（750台）
下段は保守台数（以下同）

１－２ （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
3780台

（3220台）

（経過年数）
31～40年

（非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
660台

（560台）

21～30年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
730台

（620台）

11～20年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
840台

（710台）

 1～10年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
870台

（740台）

31～40年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
250台

（210台）

Ⅰ　既設エレベーターの安全対策の現状

○　製造台数について

エレベーターメーカーからの回答

機械室を有しないエレ
ベーターの製造台数

機械室を有するＥＶの
製造台数

（１－２の
うち）年代
別のロー
プ式ＥＶの
台数

１－３

資料６ 

21～30年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
400台

（340台）

11～20年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
610台

（510台）

 1～10年 （非公開） （非公開） （非公開） （非公開）
160台

（140台）

（１－２の
うち）年代
別の油圧
式ＥＶの
台数

１－４

※　非公開とされている台数については、第１回ＷＧにおけるヒアリング対象メーカーを含めて、その理由を文書により回答するよう要請中。

資料６ 
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２－１
・常時作動型（ドラム型、ディ
スク型）
・待機型（レールブレーキ型）

・常時作動型（ディスク型、ド
ラム型）
・待機型（ロープブレーキ）
上記構成にて順次開発・大
臣認定取得中です。

認定取得済、推進中を含
め、全て、常時作動型を採
用しています。（添付図面参
照）

現在大臣認定を取得、製造
しているロープ式エレベー
ターは全て常時作動型(ディ
スク型、ドラム型)です。開発
中の一部に待機型(ロープブ
レーキ)が含まれます。

常時作動型（ディスク型、ドラ
ム型、）
現行標準機種のブレーキ型
式は概ね、認定取得済み
で、今後は防爆等特殊用途
の巻上機、ブレーキや新規
採用予定の巻上機、ブレー
キでの認定取得を開発予
定。

２－２

・1970年代～1980年代に設
置した機械室を有するロー
プ式規格型ＥＶ機種に対し
て、待機型（レールブレーキ
型）を取付可能な場合があり
ます（販売中）。
・機械室を有しない既設ＥＶ
については、2007年以降に
設置した標準型ＥＶ機種は
比較的軽微な改造工事で取
付可能です（「５－１」回答参
照） また 年に

大臣認証取得の戸開走行保
護装置を取り付ける場合、
認定対象の機器を交換する
ことで対応可能です。規格型
現行機種では比較的少ない
部分の取り替えで対応可能

す （例 規格型 ベ

既設エレベータへのＵＣＭＰ
取り付けに関しては、機種や
仕様により対応可否や条件
が異なります。新しい機種の
中には、比較的軽微な改造
工事で設置可能なものもあ
ります。

既設のロープ式エレベー
ターへ大臣認定を取得した
戸開走行保護装置を設置す
る場合は、巻上機と制御盤、
これらに関係する配線材な
どを交換します。
ただし、設置から20年以上
経過したエレベーターでは、
そ 他 認定構成部品(ド

既設エレベーターのUCMP
対応でも、正規の認定取得
品に主要部品を交換するた
め、高価な工事となる。
簡易なUCMP対応では、安
全基準の引き下げをどこが
認証許可するのかが不明で
す。各メーカーの自主的基

○　戸開走行保護装置の開発状況について

開発済み・開発中のブ
レーキの構造（ロープ
式）

既設ＥＶへの取付可能
なものと問題点

照）。また、2004～2006年に
設置した標準型EV機種では
制御盤の一式交換等が必要
となりますが取付可能です。
・なお上記以外の機種につ
いては順次開発検討中で
す。

です。（例：規格型エレベー
ター「GeN２」）

ります。
（例：機械室なし規格型エレ
ベータ　ＸＩＯＲ）

その他の認定構成部品(ドア
装置等)を交換する必要もあ
り、改修工事時の停止期間
を延長する場合もあります。

す。各メーカーの自主的基
準ではエレベーターの安全
基準にばらつきが生じる可
能性が高くなります。
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２－３

・油圧式エレベーターは、撤
去新設工事も含め新規で製
造はしておりません。
・このため、油圧式エレベー
ターの戸開走行保護装置に
ついては、開発検討中です。

水圧式（SPEC ECO）につい
ては常時作動型で大臣認定
取得済みです

油圧式を含む既設エレベー
タについては待機型を含め
順次検討・開発中です。
なお、油圧式エレベータは現
在新規製造しておりません。

現在、認定審査中の油圧式
エレベーターは待機型逆止
弁を採用しています。

待機型逆止弁で認定取得済
み。

２－４ ―

油圧式既設エレベーターへ
の戸開走行防止装置取り付
けについては、ロープ式へ
の取り替えを推進しておりま
す。

上記「2-3」の回答を参照注）

既設の油圧式エレベーター
へ戸開走行保護装置を設置
する場合は、油圧パワーユ
ニットと制御盤、これらに関
係する配線材などを交換し
ます。
ただし、設置から20年以上
経過したエレベーターでは、
その他の認定構成部品(ドア
装置等)を交換する必要もあ
り、改修工事時の停止期間
を延長する場合もあります。

油圧式エレからロープ式エレ
に改修可能な機種は更新改
修を促進してもらっている
が、油圧から油圧のUCMP
対応（既存不適格改善）では
油圧ユニット、制御盤、各セ
ンサーやスイッチ類、全てを
交換する場合が殆どなの
で、高価な交換改修工事と
なってしまう。

既設ＥＶへの取付可能
なものと問題点

開発済み・開発中のブ
レーキの構造（油圧式）

長す 場 あ す

注）　誤記について、会議後修正
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３－１

法定検査の報告の際に、
2009年に施行された改正建
築基準法施行令の概要説明
とあわせ、UCMPを顧客（所
有者・管理者)へ周知してお
ります。
（周知例：添付のリーフレット
をご参照下さい。）

リニューアル提案時に大臣
認証取得の戸開走行保護装
置の設置を推奨しておりま
す。
更に、法改正等によりロープ
ブレーキなどの安全性向上
改修商品が可能になれば、
OTISはグローバル企業とし
て商品を提案する準備があ
ります。

リニューアルの提案時及び
定期検査の既存不適格報告
の内容説明を通して推奨し
ております。

定期検査での既存不適格に
ついては、（財）日本建築設
備・昇降機センター発行の
「エレベーターの定期検査と
既存不適格について」を添
付の上、パンフレットなどで
順次リニューアルの提案を
行っています。

概ね２５年以上経過したエレ
ベーターを中心に、設置を促
進している。

リニューアルとしてパンフレッ
トなどで設置を推奨してい
る。その他、ホームページで
の告知を行っている。

３－２

”既存不適格”の法的な取り
扱いに関するお問合せや、
UCMPに関した既存不適格
を含め「指摘なし」とする対
応についてお問合せを受け
る場合があります。

安全性向上と定期検査での
既存不適格解消に向け、興
味を持たれるお客様は少な
くありませんが、費用や工期
等で躊躇されるケースも見
受けられます。
安全性向上の改修商品では
何かしらの認証等、法的な
担保がないと導入には消極
的になると思われますので、
法改正等が行われれば、さ
らなる促進が期待できると思

既存不適格のままでも違法
とはならないこと（既存不適
格不遡及)をご勘案のうえ、
採用の是非をご判断されて
いる。興味及び認識はして
いるが価格や工期がハード
ルとなるケースがあります。

設置済み既存エレベーター
が最新法令に適合していな
い事は、認識されていると判
断しています。しかし、建築
物全体の長期修繕計画を優
先される傾向にあると感じて
います。

大臣認定（UCMP）機器（巻
上機、制御盤など）一式交換
となるため、高価な金額とな
り安全性向上を理解される
も、なかなか成約には結び
ついていない。

顧客に対し、既設ＥＶへ
の戸開走行保護装置
の設置を促しているか

促している場合、顧客
の反応

○　市場のニーズについて

らなる促進が期待できると思
われます。

３－３ ― ― ― ― ―
促していない場合、今
後の予定如何
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４－１

軽微な変更により、大臣認
定の追加取得を進めている
事例があります（例：UCMP
を構成する電磁接触器の変
更）。

事例は有ります　（内容　：
積載、用途等の追加）

軽微な変更により、再度認
定を取得した事例はありま
す。
例：一部数値の管理値（例え
ばブレーキギャップ管理値）
が変更になったことにより再
認定となった。

現時点ではありません。 現状では、まだありません。

４－２

認定取得のために、時間と
労力が掛かっておりますが、
今のところ販売価格へ大き
な影響を与えないよう努力し
ております。

販売価格への影響は少ない
と考えますが、認定取得の
度に労力や費用が発生する
為、コストダウン設計変更の
進捗に影響を及ぼすことは
考えられます。

再認定取得のため、時間と
労力を必要としています。普
及までに日数を要する要因
となっています。

―

認定取得のために、時間と
労力がかかり、今後コスト低
減への悪影響が懸念されま
す。

○　戸開走行保護装置の大臣認定に係る軽微な変更について

既認定品について、軽
微な変更により再度認
定を取得した事例はあ
るか

認定の取り直しが戸開
走行保護装置の価格
の高止まりに影響して
いるか
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５－１

大臣認定取得済みのUCMP
と同一型式の二重ブレーキ
を備える機械室なしＥＶにつ
いては、一部機種において、
100万円程度で設置できる場
合があります（2007年以降に
設置した標準型ＥＶ機種
等）。

５－２
制御盤の改造、かご位置検
出器の交換作業などが必要
です。

５－３

おおよそ12,000台(既設EVや
建物の状況によっては100万
円以下で設置できない場合
もあります)。

現在開発検討中の商品は、
ロープ式の約22,000台が対
象になります。

707台 ― 上記

上記回答「５－１」,「５－２」
は UCMP大臣認定要件を 5-1・5-2に回答の通り 現在

既設物件の機器で、大臣認
定取得品と完全に同一の機
器はありません。現存機器
（巻上機等）に改良を加え

どのような作業が必要
か

機械室なしEV機種の一部
（GeN2）では、認定取得機器
への取り替えを行う事で対
応可能ですが、設置価格は
100～200万円程度になりま
す。
現在、機器を追加することに
より100万円以下で対応でき
る改修商品を開発検討して
おります。

現時点では認定を取得した
機器の巻上機と制御盤、こ
れらに関係する配線材など
を交換する必要があり、100
万円以下での対応は困難な
状況です。

100万円以下で設置可
能な台数

100万円以下での設置は現
状は不可です。（巻上機一
式、制御盤一式などの主要
機器の交換が必要であり、
使用部品は全て認定取得品
であることが必要です）
積載荷重や、かごの大きさ
によって交換機器のサイズ
や価格が変動するため、大
型エレほど高価になります。

既設機器の流用で更
に安価にできるか

○戸開走行保護装置の設置価格の目安について（100万円はおおよその目安）

大臣認定取得済みのUCMP
と同一形式の二重ブレーキ
を具備している既設エレベー
タに関しては、制御盤等の改
造を行うことにより、100万円
以下の費用で対応可能で
す。
但し、対応可能機種はごく一
部です。

100万円以下で設置可
能か（機械室なしＥＶ）

５－４

は、UCMP大臣認定要件を
満足する上で、改造範囲を
最小限に抑えた作業となっ
ており、二重ブレーキを備え
る巻上機などの既設機器を
最大限流用するものです。こ
のため更に安価にはできま
せん。

既設機器を流用することで
安価なるケースは十分考え
られます。

5-1・5-2に回答の通り、現在
大臣認定を取得済のものと
同一機器を使用しているも
のについては既設機器を最
大限に流用することで現状
考え得る最も安価な方策と
なっております。

（巻上機等）に改良を加え
て、大臣認定を取得したため
です。既設機器のどこまでの
改良で、簡易的UCMP対策
品と認められるかが、現行
法規では不明です。基準が
決まればそれに合わせて、
既設機器の改造流用を検討
し、安価で提供することが今
後の開発課題です。

５－５ ―
現在開発中の商品は、ほぼ
全ての機器を残すことが可
能です。

― 上記

安価 きる
（2009年9月28日以前
に設置されたＥＶで現
在大臣認定を取得済
のものと同一機器を使
用しているものについ
て、より安価にＵＣＭＰ
を設置することができ
るか）

どのような機器が流用
できるか

改正以前の製品(切替過渡
期生産品)に、大臣認定品と
同一型式の巻上機又は制御
盤を納入しています。
これらは、既設機器の流用
が可能ですが、少数に限ら
れます。
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５－６

UCMP大臣認定要件を満足
させるために、ブレーキの二
重化や制御盤の一式交換も
しくは改造等が必要になるた
め、100万円以下での設置
はできません。

認定品の性能を確保した巻
上機や制御盤へ交換などが
必要になるため、現状では
100万円以下は不可能で
す。
法改正等によりロープブレー
キなどの安全性向上改修商
品が可能になれば100万以
下の価格設定は可能だと思
われます。

５－７

現行の認定品で改修する場
合は、巻上機、制御盤等の
交換、ロープブレーキの追加
が必要になります。
安全性向上改修商品では、
ほぼ全ての機器が流用可能
になるため、ロープブレー
キ、補助制御盤などの追加
で改修可能となります。

100万円以下で設置可
能か（機械室ありＥＶ）

大臣認定の性能を満たす機
器への交換が必要になり、
100万円以下での対応は不
可能です。
基本的には、マシン、制御盤
等の更新が必要となります。

上記『５－１』の回答を参照

―

現時点では認定を取得した
機器の巻上機と制御盤、こ
れらに関係する配線材など
を交換する必要があり、100
万円以下での対応は困難な
状況です。
さらに、設置から20年以上経
過したエレベーターでは、そ
の他の認定構成部品(ドア装
置等)を交換する必要もあり
ます。

どのような作業が必要
か

５－８

安全性向上改修商品は、
ロープ式の約40,000台が対
象になります。
但し、20年以上経過したもの
については、エレベーターそ
のものを更新する改修をお
勧めしております。

上記
100万円以下で設置可
能な台数
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５－９

既設ＥＶの機種・仕様や工事
条件によって価格は異なる
ため、一概には言えません。
（おおむね、エレベーターを
新規に設置する場合の費用
相当となります）

―

大臣認定を受けた機器への
交換が必要となり、エレベー
ター全体を交換するのに近
い作業内容と販売価格とな
ります。

エレベーターを設置した年代
により、既設機器再利用の
可否判断を行います。これ
は、戸開走行防止装置に関
連する認定構成部品を始
め、各機器の劣化状態も診
断し、同時に機器の更新を
提案します。
従って、巻上機と制御盤以
外の機器交換を考慮する必
要もあり、個別に対応させて
頂きます。

（非公開）

５－１０

上記回答「５－６」は、UCMP
大臣認定要件を満足する上
で、改造範囲を最小限に抑
えた作業となっており、既設
機器を最大限流用するもの
です。このため更に安価に
はできません。

ロープブレーキ等の安全性
向上改修商品では、ほぼ全
ての機器を残すことが可能
です。

―

改正以前の製品(切替過渡
期生産品)に、大臣認定品と
同一型式の巻上機又は制御
盤を納入しています。
これらは、既設機器の流用
が可能ですが、少数に限ら
れます。

上記『５－４』の回答を参照

ＥＶそのものを更新した

不可能な場合、価格の
目安

既設機器の流用で更
に安価にできるか

５－１１ あります。

５－１２

目安としておおむね設置か
ら20年以上経過したエレ
ベーターに対しては、乗り心
地の改善・バリアフリー化や
省エネルギー化によるランニ
ングコストの低減の観点か
ら、エレベーター全体の更新
を推奨しております。

設置年代により、特に２５年
超のエレベーターは耐震性
など『既存不適格』事項が多
くあり、又、性能的にも最新
機種に劣るため、エレベー
ターそのものを更新した方が
付加価値が大幅に改善され
ます。

設置から20年以上経過した
エレベーターでは機器の劣
化が進行します。
この代替機器の製品化に時
間を要す場合や代替機器と
の組合せ評価用検査設備の
維持問題等で、エレベーター
本体の更新を推奨する場合
もあります。

ＥＶそのものを更新した
方がよいと判断される
ことはあるか

設置より概ね２０年を経過し
たエレベータに関しては、Ｕ
ＣＭＰだけでなく、部品の劣
化、市場の要求レベルの向
上等に対応する為にも、制
御系を中心とした、システム
全体の更新を推奨していま
す。

設置からの年数が長い場合
（概ね20年以上を想定）
　→機器の劣化も進んでお
り、機能追加、性能向上の
要求に応えるためにも大規
模リニュアルを提案する方
が効果的と考えています。

ある場合、その考え方
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６－１

開発は可能です。
現在と比べてもっと安価で短
期間に開発が可能になりま
す。

二重ブレーキは開発可能で
すが、ＵＣＭＰはシステムとし
ての認証であり、結果として
大臣認定取得要件と同等の
装置となると考えており、現
時点では開発計画はありま
せん。
大臣認定品の開発に於いて
は、費用、改修工期の縮減
に向けて取り組んでおりま
す。

戸開走行保護装置は、公共
性の高い建築物向けエレ
ベーターを優先に大臣認定
を順次取得しています。この
開発と認定取得が急務であ
り、今後も倉庫や特殊環境
に対応したエレベーターの大
臣認定取得を推進します。
現時点では簡易な二重ブ
レーキ等の開発計画はあり
ません。

技術的には可能であるが、２
重化だけでは安全が確保さ
れるとは言いがたい。油の
飛散防止や、センサーの２
重化や独立安全回路があっ
て初めて安全性が確保でき
ると考える。簡易な２重ブ
レーキは安全上あまり意味
がないため、開発計画は現
状ではありません。

６－２

機械室ありロープ式エレ
ベーターにはロープブレーキ
が考えられます。
OTISグループは、ロープブ
レーキ等の「安全増し」の取
組に対して豊富な経験があ
ります ― ― 未計画

簡易な二重ブレーキの
開発は可能か

Ⅱ　今後の対応について

○　簡易な二重ブレーキ等の開発について

考えられる安全装置の
具体的な機能はどのよ

・例えば、機械室を有する
ロープ式EVの一部機種にお
いて、巻上機ブレーキを二重
化することは可能です（100
万円以下の価格で提供でき
るかどうかについては今後
の検討課題です）。
・但し、この場合、UCMP大
臣認定要件を全て満たすこ
とはできないため、安全に対
する法的な定義が必要と考
えます。

６－２ ります。
特に、ヨーロッパで多くの経
験があり、SNEL（Safety
Norms of Existing Lifts）／
SAEなどと同様にUCMP普及
に協力することが可能と思
われます。

― ― 未計画

６－３

上記回答「６－１」,「６－２」の
場合においては、短期間で
の対応が可能な場合があり
ます。

要求される仕様が明確にな
らないと明言できませんが、
短期間の開発を目指しま
す。

― ― 未計画

具体的な機能はどのよ
うなものか

開発に要する期間
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７－１ 特に必要ないと考えます。
補助金等の支援は特に必要
と考えていません。

補助金等の支援措置は特に
必要無いと考えます。

必要ありません。

二重ブレーキの開発はメー
カーの自主性で行うべきな
ので、補助金は不要と考え
ます。

７－２

所有者への支援措置とし
て、UCMPに限らず、最新の
法規に適合（地震感知器追
加や耐震増し）させるリ
ニューアル工事や省エネル
ギー化を目的とするリニュー
アル工事に対して、補助金
制度等を設けることは、設置
促進に寄与すると考えます。

所有者（顧客）への戸開走行
保護装置を含む改修工事へ
の補助金があれば設置が促
進されると考えられます。

必要である。適用しやすい
ハードルの低い優遇税制な
ども希望する。普及促進に
繋がると考えます。

共同住宅の修繕管理者や建
築物の所有者に対し補助金
等の支援策を設けると、戸
開走行保護装置を含めた最
新法令に適合させたエレ
ベーターの導入が促進され
ると考えます。

所有者に対して必要と考え
る。補助金支援により、利用
者の需要喚起につながる。
（戸開走行保護装置設置お
よび０９耐震施工に対する補
助金制度があれば、設置が
促進される。）
積載荷重に応じて補助金額
が変動しないと、一律では大
型エレの促進は難しい。

・既設ＥＶの一部機器を更新
して、大臣認定取得済みの
UCMPと同じ構造とする場合

・設備管理者及び、一般消
費者へ戸開走行保護装置の
重要性認知度の向上
設置工事申請時の行政手

品質・性能を保証する認定
の迅速化 簡素化が出来る

○　簡易な二重ブレーキ等の設置促進策について

設置に対し、支援措置
（補助金）は必要か

技術開発に対し、支援
措置（補助金等）は必
要か

７－３

UCMPと同じ構造とする場合
は、昇降機の確認申請等の
手続きを全国的に不要と取
り扱う（規制緩和）ことで、少
なからず設置促進に寄与す
ると考えます。
・上記とする場合は、UCMP
に関する法定検査において
「既存不適格」を「指摘なし」
とする取扱いについての運
用方法の確立も併せて必要
と考えます。

・設置工事申請時の行政手
続き簡素化及び、全国統一
化
・戸開走行保護装置付き改
修工事への税優遇制度
・認定取得済み機種に軽微
な変更が生じた場合の簡易
な更新取得手段
・認定取得プロセスの簡易
化
・追加コンポーネントとして認
定取得を可能とする緩和措
置

の迅速化・簡素化が出来る
制度の制定。
UCMP設置の履歴管理の制
度化（行政への報告制度の
制定等。）
設置申請(確認申請等）の簡
略化及び全国統一を実施す
る。
エコポイントのような建物安
全対策ポイントの附加による
促進策。

特にありません。

性能、品質を公的機関が証
明（製品面、据付面の両面）
するものが必要と考える。公
的証明を付することで、安全
性向上の一定の基準が確保
できるだけでなく、公的証明
を補助金申請の要件とする
ことで、官民一体となった対
応が可能になる。

どのような設置促進策
が考えられるか
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８－１

・機械室を有するロープ式の
既設ＥＶへのUCMP設置にお
いては、待機型（レールブ
レーキ型）です（上記回答「２
－２」）。
・設置した実績はありません
が、機械室を有しない既設Ｅ
Ｖについては、ドラム型の常
時作動型となります（上記回
答「５－１」）。

・常時作動型（ディスク型）
・待機型（ロープブレーキ）

常時作動型（ダブルブレー
キ）にて対応している。

回答２-１～４に含む。
前出『２－１』～『２－４』の回
答を参照

８－２

・告示化は、製造者の技術
開発･製品化促進には有効
と考えますが、所有者へ設
置を促すには別の施策が必
要と考えます（例：補助金や
税制優遇等）。
・また告示化の検討におい
ては、それと並行して、性能
評価・大臣認定の手続きの
迅速化に向けた運用面の改

行政手続きの統一化やプロ
セスの簡素化、既設エレ
ベーターに対する基準の明
確化に繋がる告示化は有効
であると考えます。
また、戸開走行保護装置
は、告示の必要要件に基づ
き設計された機器であって
も、その安全性、信頼性を担
保するには第三者機関によ

有効と考えるが、いかにして
品質・性能を担保するかが
課題となり
告示内容に合致していること
の審査（例えば「個別に確認
申請が必要」など）が煩雑で
あればメリットが活かされな
い懸念がある。現状の大臣

戸開走行保護装置の大臣認
定は、エレベーター全体シス
テムに影響する主要機器の
構造や性能、維持保全に関
する項目も含めた評価で
す。
告示化された場合、要求性
能を満足していることを証明
する手法の確立が必要と考

告示化は有効だが、性能、
品質を公的機関が証明（製
品面、据付面の両面）するも
のが必要と考える。
告示内容に対して、各地区
の建築主事の判断基準の統

性が望まれる

告示化は、戸開走行保
護装置の設置促進に
有効か

既設ＥＶについて、どの
ような構造の戸開走行
保護装置の設置が多
いか

○　戸開走行保護装置に関する基準を告示化することについての見解

迅速化に向けた運用面の改
善検討も有効と考えます（第
三者機関による認定・認証
制度の制定も含め）｡

保するには第三者機関によ
り認定を簡易に取得する制
度なども有効であると思わ
れます。

い懸念がある。現状の大臣
認定の手続きの簡素化、迅
速化も有効と考えます。

する手法の確立が必要と考
えます。

一性が望まれる。
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追１－１ （非公開）

改修工事の2010年 年間件
数　187台です。
（全面改修：48台、部分改
修：139台）

（非公開）

2009年10月～2010年12月
実績

全面改修件数：134件・部分
改修件数：43件

年１０台（内、部分改修８台）

追１－２

全面改修（撤去新設）工事に
おいて、確認申請届出日が
2009/09/28以降の物件は､
全件UCMP設置です。

全面改修工事に対する
UCMP設置割合は92％で
す。
（設置44台/総数48台）

（非公開） 96% 100%

追1 ３

2009年度は0件です。
（2010年度においては、制御
系に係る改修と併せて

部分改修工事に対する
UCMP設置割合は59％で

（非公開） 16% 50%

Ⅲ　追加ヒアリング事項

○　既設エレベーターへのUCMP設置状況について注）

改修工事の年間件数

全面改修工事に対する
戸開走行保護装置設
置の割合
※平成21年9月28日以
降

部分改修工事に対する
戸開走行保護装置設追1－３

系に係る改修と併せて
UCMPを設置する工事を受
注した実績は数件ありま
す。）

UCMP設置割合は59％で
す。
（設置82台/総数139台）

（非公開） 16% 50%

追1－４
2009年度の全面改修工事に
おいては、一般の改修工事
と同じ属性です。

年間UCMP設置台数は126
台になります。
属性内訳は、事務所：55台
（44％）、マンション：45台
（36％）、学校：12台（10％）、
病院：5台（4％）、その他：9
台（6％）となっております。

共同住宅、事務所ビル、病
院等

集合住宅様 倉庫、公共施設

※　非公開とされている件数及び割合については、その理由を文書により回答するよう要請中。

注）　誤記について、会議後修正

戸開走行保護装置設
置の割合

戸開走行保護装置設
置を行った所有者の属
性（マンション、事務所
ビル等）
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追1－５

改修工事本体費用とは別
に、UCMP設置に要する費用
として約100～200万円が必
要になります。

リニューアル工事と合わせて
実施しているため、機種、仕
様で価格に差があるため一
概に申し上げる事は出来ま
せん。

５００～６００万

追1－６

ロープブレーキ追加と制御
盤の取り替えで約100～200
万円が必要になります。
現在、既設機器が流用でき
る商品を開発検討しておりま
す。

―
既設機器の改造による実績
はなし

追1－７

一般の改修工事と同じく、顧
客（所有者･管理者、建設会
社等）からのお引き合いによ
りUCMP設置の改修工事に
至っています。

＜お客様→営業へ＞
定期検査報告書における既
存不適格の解消や大臣認定
商品の使用による安全増し
を要望された。
＜営業→お客様へ＞
改修工事にあたり、認定商
品を使った安全増しの推奨

当社担当者が所有者あるい
は管理者へリニューアルを
実施いただくことと合わせて
UCMPを設置するよう提案し
設置いただいております。

定期検査の判定により、
（財）日本建築設備・昇降機
センター発行の「エレベー
ターの定期検査と既存不適
格について」を添付の上、パ
ンフレット等でリニューアル
提案を行いました

地区担当セールスマンが概
ね設置後２５年超のエレベー
ター客先にセールス

既設ＥＶの機種・仕様や工事
条件によって費用は異なり、
全面改修では費用の幅も大
きいため、平均費用は一概
には言えません。

エレベーターを設置した年代
により、既設機器再利用の
可否判断を行います。これ
は、戸開走行防止装置に関
連する認定構成部品を始
め、各機器の劣化状態も診
断し、同時に機器の更新を
提案します。従って、巻上機
と制御盤以外の機器交換を
考慮する必要もあり、個別に
対応させて頂きます。

戸開走行保護装置設
置に要した費用の幅・
平均

（１－５の費用の内）既
設機器の状況に応じた
費用の平均

戸開走行保護装置設
置に至った経過（誰が
誰にどのようにアクセ
スしたか）

品を使った安全増しの推奨
を行った。

提案を行いました。
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追２－１

エレベーター設置が１台の
建物においては、改修工事
期間中にエレベーターを使
用できないことも設置促進の
障害の一要因と考えます。

EV停止期間（特に1棟1台設
置）や行政対応における地
域差（確認申請になることも
ある）などが障害になると考
えられます。

法的に既存不適格不遡及で
あり既存不適格のままでも
違法にならないことが多少
障害となっていると考えま
す。工事中の停止期間（工
期）についてもハードルとな
るケースがあります。

戸開走行保護装置を設置す
る場合は、巻上機と制御盤、
これらに関係する配線材な
どを交換します。ただし、設
置から20年以上経過したエ
レベーターでは、その他の認
定構成部品(ドア装置等)を
交換する必要もあり、改修工
事時のエレベーター運行
サービス低下です。

工期の長さ（エレベーターの
停止期間）

追３－１

現時点では、所有者の意向
を把握しきれていないため、
設置が促進するかどうかは
わかりません。

金額が下がることにより設置
の促進効果が一定程度ある
と思われますが
上記 問2-1項の点が解消さ
れることにより、なお一層設
置が促進されるものと考えま
す。
安全性向上を理解して頂くな
ど 更なるお客様へのアピ

既存不適格解消できるもの
であれば、集合住宅や病院
等で促進するものと考える。
（理由：不特定多数が利用す
るエレベーターの管理者に
おいては、安全性向上に比
較的積極的であるため）

―
現段階で回答出来ず（今後
の開発課題）

○　戸開走行保護装置設置促進について

○　価格について

戸開走行保護装置設
置促進にあたり、価格
以外で設置促進の障
害となっていることは何
かありますか

仮に戸開走行保護装
置の設置が100万円以
下で可能となった場
合、設置が促進すると
考えますか

ど、更なるお客様へのアピー
ルが必要と考えます。

較的積極的であるため）
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追4－１

既設ＥＶの機種・仕様や工事
条件によって工期は異なり
ますが、標準工法で５日前
後です。

 約3日

１０日程度
※広く一般的に普及している
もの（中高層の商業施設、共
同住宅等）を想定（追４－２、
４－３についても同じ）

平均１４日

追4－２

既設ＥＶの機種・仕様や工事
条件によって工期は異なり
ますが、制御系に係る改修
と同時に施工する場合、標
準工法で１週間前後です。

約20日 １５日程度 平均１４日

追4－３

既設ＥＶの機種・仕様や工事
条件によって工期は異なり
ますが、標準工法で１ヶ月前
後です。

約30日 １ヶ月程度 概ね3週間程度です。 平均３０日

《回答注》
全面改修 ＝ フルモダニ
部分改修 ＝ 制御リニューアル

既設のロープ式エレベー
ターへ大臣認定を取得した
戸開走行保護装置を設置す
る場合は、巻上機と制御盤、
これらに関係する配線材な
どを交換する必要がありま
す。
その他の機器交換にも影響
されますが、概ね2週間程度
です。

全面改修の場合

○　戸開走行保護装置設置にかかる工期について

制御系に係る改修の場
合

巻上機の交換を行った
場合



追１－１ 改修工事の年間件数

追１－２
全面改修工事に対す
る戸開走行保護装置
設置の割合

追1－３
部分改修工事に対す
る戸開走行保護装置
設置の割合

追1－４

戸開走行保護装置設
置を行った所有者の
属性（マンション、事務
所ビル等）

追1－５
戸開走行保護装置設
置に要した費用の幅・
平均

追1－６
（１－５の費用の内）既
設機器の状況に応じ
た費用の平均

追1－７

戸開走行保護装置設
置に至った経過（誰が
誰にどのようにアクセ
スしたか）

（非公開）

（非公開）

弊社リニューアル営業が施主への直接営業にてリニューアルを実施。た
だし、20年以上経過物件へのアプローチであり、老朽化、省エネなどが
提案の主要要素。

比較的新しい機種で、大臣認定取得済みのＵＣＭＰと同一形式の二重
ブレーキを具備している既設エレベーターについては、制御盤の改造を
行うことにより、100万円以下の費用で対応できる場合があります。
一方、制御盤の改造だけでなく、二重ブレーキを具備した巻上機への取
替などが必要となる機種や、エレベーターの全面改修が必要となる機種
もあり、機種・仕様・改修工事内容によって費用は千差万別となりますの
で、一概には申し上げられません。

現時点では、改修工事に併せてＵＣＭＰを設置いただくケースが大半で
す（所有者様・管理者様等に対し、改修工事ご提案時に、法改正の内容
及び既存不適格項目への対応策を説明し、ＵＣＭＰ設置を推奨しており
ます）。なお、ＵＣＭＰ単体の設置を主目的とした改修工事は未だ限定的
ですが、今後は、定期検査報告による既存不適格項目を『指摘なし』と
する対応として、所有者様・管理者様からのご要請が増加するものと推

測しております。注）

※　非公開とされている件数及び割合については、その理由を文書により回答するよう要請中。

注）　誤記及び誤字について、会議後修正

マンションや事務所ビル向けが、各々全体の約３割を占めており、その
他は、学校、病院、ホテル、デパート、スーパー、工場等々に設置されて
います。

(非公開)

（非公開）

（非公開）

（非公開）

エレベーターメーカーからの回答

約３千件で、内、約15％程度が全面改修です。

約100％です。

約30％（≒　部分改修の内、巻上機取替分）です。

三菱電機
Ⅲ　追加ヒアリング事項

東芝エレベータ

○ 既設エレベーターへのUCMP設置状況について注）



追２－１

戸開走行保護装置設
置促進にあたり、価格
以外で設置促進の障
害となっていることは
何かありますか

追３－１

仮に戸開走行保護装
置の設置が100万円
以下で可能となった場
合、設置が促進すると
考えますか

追4－１
制御系に係る改修の
場合

追4－２
巻上機の交換を行っ
た場合

追4－３ 全面改修の場合

一般的に安くなれば関心は高まるとは思われるが、所有者の考え方や
工事期間中の停止期間などとの複合的な要素がある。

○　戸開走行保護装置設置にかかる工期について

―
（制御系改修のみでのＵＣＭＰ設置は殆ど不可のため）

5日～10日

15日～30日

○　価格について

三菱電機 東芝エレベータ
○　戸開走行保護装置設置促進について

ＵＣＭＰだけの設置では、既存不適格になる事、既存遡及しない（設置
義務がない）事、工事期間中エレベーターが停止する事などが考えられ
る。

３～４週間程度（機種等により大きく異なる場合があります）。

１～２週間程度（機種等により大きく異なる場合があります）。

制御盤の改造等、比較的軽微な改造工事で設置が可能な場合は、１～
２日程度です（機種等により異なる場合があります）。

「工期（ビル停止期間）」、「確認申請（確認申請を必要とする場合、耐震
対策等も含め、エレベーター全体の大規模改修が必要となる場合があ
る。また、建築側に影響がでるケースもある）」、「ＵＣＭＰ設置における
行政見解（確認申請の要否、交換を要する機器の範囲・条件など）の不
統一」、などが挙げられます。

法的強制力でも無い限りは、急速での設置促進は困難かと推察します。
なお、設置の決定に影響を与える要素は、お客様によって様々であり、
価格（費用）に対する考え方も、お客様毎に異なるため、100万円以下な
ら設置するか否かは、一概には言えません。



建築基準法施行令の一部改正に伴う

安全装置と関連対策のこ提案

制御リニューアルの採用と同時に

「戸開走行保護装置」の安全増し機能の導入を可能としました。

既設エレベーターには、改正された法令が適用されません (不遡及の原則)が、定期検査においては

「既存不適格
*判 と指摘を受ける可能性がありまi日立ビルシステムでは、リニューアルと同時施工

することで工事期間や取り替え部品に無駄の少ない「戸開走行保護装置 (UCMP*2)」 などの取り

付けをおすすめしております。より安心できるエレベーターヘのリニューアルをご検討ください。

*1既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物て・あって、その後、法令の改正や都市計画変更なと1こ よって現行法に対して不酋格な部分が生した建築物のこと。
*2 uCMP― unintended Ca「 Movement P「 ot∝Ⅲon

建築基準法施行令の一部改正に伴うエレベーターリニューアル関連のお知らせ

0法令改正の概要について

平成17年 7月 に発生した千葉県北西部地震でのエレベーター閉じ込め事故や、平成18年6月 に起きた東京都港区の

公共賃貸住宅でのエレベーター戸開走行事故が発端となり、国土交通省をはじめ、社会資本整備審議会、建築分科会、

建築物事故・災害対策部会でエレベーターの安全性確保のあり方について審議されたました。その結果、平成20年

9月 19日 に国土交通省から「建築基準法施行令の一部を改正する法令」が公布され、安全に係る技術基準の改善を

図るため、平成21年 9月28日 に法令改正が施行されました。

かごおよび昇降路のすべてのドアが閉じる前にかどが昇降した場合、自動的にこれを検出する判定装置とかごを制止

する制動装置を二重化した安全装置の設置義務。

0地震時曽制運転装置の設置義務化              [第 129条の10第3項 第二号]

地震時の初期微動(P波 )検知装置と地震時管制運転および地震時の予備電源の設置義務。

O安全に係る技術基準の明確化                l第 129条の6第 1項 第一号他]

かご・ドア・および主要な支持部材など、利用者の安全に関わる技術基準の明確化6

●適用対象エレベーターについて

新紫建物の他、既存建物においても確認申請を伴う大規模な改修工事では本施行令の適用を受けます。

0リニューアルエ事の見積金額について

確認申請を伴う大規模リニューアルでは、本施行令の適用に伴い、増額とな
')ま

す。

その他のリニューアルでは、選択したリニューアルメニューや仕様によって価格が異なります。

詳細については、当社営業員までお問い合わせください。

●確認申請を必要としないリニューアルエ事について

確認申請を必要としない小規模なリニューアルエ事※1の場合、遡及 (さかのばり適用)されません。※2

ただし、リニューアル後の定期検査 (法定検査)にて、「既存不適格」の指摘を受ける可能性があります。

※1当該行政庁ごと1こ判断が異なる場合があります。 ※2建築基準法第3条により、既存建物には遡及されません。

1戸開走行保護装置の設置義務化 [第 129条 の10第3項 第一号]

M-HOBKES
テキストボックス
日立資料



● ▼ゝJ Ｂ
Ｈ戸聞走行保護装置 ( )[第 129条の10第 3項 第一号]

万が一、戸が開いた状態で走行しても瞬時にエレベーターを制止させ事故を未然に防ぐ。

lm以上のすき間をあけて

エレベーターは緊急停止 !!
制往「盤 巻上機 &ブレーキ

「戸開走行保護装置」は万が一、エレベーターのドアが開い

た状態で動き出した場合に、すばやくそれを検知してエレ

ベーターのかこのドアが開いた状態で動かないようにする

ための安全装置です。かこと床との間が lm以上あいてい

るうちにエレベーターを制止させ「挟まれ」を防止し、また、

上昇時には、敷居とエプロンの間が 1lcm以下の範囲で

エレベーターを制止させ「落下」を防止します。

戸開走行

待機型ブレーキ

ドア開閉装置

か歪下エプロン

乗り場 ドアスイッチ
下 降運 転 の場合 上 昇運 転 の 場合

■戸開走行保護装置動作フロー

■戸開走行保護装置改造部位

0戸開走行判定装置
ドアスイッチ、位置検出装置から戸開走行を検知し、エレベーターを

制止させるための独立した制御装置。

0待機型ブレーキ
戸開走行検出時にエレベーターを制止。

O乗り場ドアスイッチ
ナリヽこ 乗り場のドアスイッチは開閉状態を検出し、全ての戸が閉まって

しヽる状態でなければ走行できないようにする装置。

0位置検出装置
かこ側の床と乗り場側の床に一定以上の段差が発生した場合を検知。

■

■

０

０

■

■

０

０

O

O

O

O

戸門建行保護装置の部位

STOPI

lm
吐 エプロン

運転制御装置・ブレ_キ装置などが故障

戸開走行保護装置の構成

運転制御装置とは別回路で戸開走行を検出

「待機型プレ_キ」が作動

かこを制止

専門技術者が乗害を救出

※エレベーターの仕様によっては適用できない場合があります。※当該行政庁によっては、確認申請が必要となる場合があります。その場合、別途、停電時自動テロ
と
床装置やフエッシャブレートなどの改造が必要とな

',ま
す。



■ロープ式エレベータブレーキ構造 
１．常時作動型（ディスク型） 
(1)巻上機  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２)ブレーキ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．常時作動型（ドラム型） 
（１） 巻上機                          (２)ブレーキ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作感知装置 

 ブレーキコイル 

アーム 
ドラム 

パッド 

アーム 

スプリング 

ブレーキ（2 個） 
ディスク 

ディスク（1 個） 

ブレーキコイル 
制動ばね 

ブレーキパッド 動作感知装置 

モーター 

ブレーキ 

ギヤ及び 
ギヤケース 
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図１ 機械室ありのロープ式エレベーターの構成の一例 

 

巻上機

ブレーキ 

制御盤 

調速機 

かご戸スイッチ 

戸開閉装置 

三方枠

乗場戸 

乗場戸スイッチ 

上部ファイナルリミットスイッチ 

特定距離感知装置 

かご 

レール 

主ロープ 

つり合いおもり 

位置表示器 

乗場ボタン 

コンペンチェーン 

下部ファイナルリミットスイッチ 
緩衝器 


